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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の平板部と、
　前記複数の平板部にそれぞれ搭載される複数のセンサ素子と、
　前記複数の平板部間を繋ぎ、折り畳み可能となるように山折りまたは谷折りに折り曲げ
られた状態の構造を有する、折り曲げ可能なヒンジ部と、
　前記ヒンジ部同士の交点に設けられた空隙と、
　前記ヒンジ部の少なくとも一部において、曲げ変形および伸縮変形時に歪みが実質的に
ゼロである前記ヒンジ部の中立面の近傍に設けられる配線と
を備えることを特徴とする曲げおよび伸縮変形センサデバイス。
【請求項２】
　前記折り曲げられた状態が、球面または自由曲面に追従して山折り及び谷折りの角度が
初期状態から変化した折り曲げられた状態である請求項１記載の曲げおよび伸縮変形セン
サデバイス。
【請求項３】
　使用時の状態が、前記折り曲げられた状態である請求項１または２記載の曲げおよび伸
縮変形センサデバイス。
【請求項４】
　前記配線の材料が、無機材料、金属材料、半導体材料および有機材料のうちの少なくと
も１つを含む請求項１～３のいずれか１項記載の曲げおよび伸縮変形センサデバイス。
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【請求項５】
　前記中立面を前記ヒンジ部の表面に存在させ、前記配線が前記ヒンジ部の表面に配設さ
れた請求項１～４のいずれか１項記載の曲げおよび伸縮変形センサデバイス。
【請求項６】
　前記平板部に、前記センサ素子以外の被搭載物をさらに搭載する請求項１～５のいずれ
か１項記載の曲げおよび伸縮変形センサデバイス。
【請求項７】
　前記被搭載物の材料が、無機材料、金属材料、半導体材料および有機材料のうちの少な
くとも１つを含む請求項６記載の曲げおよび伸縮変形センサデバイス。
【請求項８】
　前記ヒンジ部を折り曲げることにより、蛇腹折り状、ミウラ折り状、吉村パターン状ま
たはなまこ折り状に折り畳み可能な請求項１～７のいずれか１項記載の曲げおよび伸縮変
形センサデバイス。
【請求項９】
　前記空隙の空隙幅が前記ヒンジ部のヒンジ幅よりも大きい請求項１～８のいずれか１項
記載の曲げおよび伸縮変形センサデバイス。
【請求項１０】
　前記平板部が配線層、配線保護層および支持層の順に積層して構成される構造を含み、
　前記ヒンジ部が前記配線層および前記配線保護層の順に積層して構成される構造を含む
請求項１～９のいずれか１項記載の曲げおよび伸縮変形センサデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、曲げ変形および伸縮変形可能な電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、柔軟性や伸縮性を持つフレキシブルデバイスの研究が盛んに行われており、液体
発光材料を用いたフレキシブルディスプレイやフレキシブルセンサシート等が提案されて
いる。例えば、曲げられるディスプレイやセンサ、太陽電池などの研究結果が非特許文献
１あるいは２等で報告されている。
【０００３】
　非特許文献１は印刷技術を用いた変形可能な無機ＬＥＤデバイスに関するものであり、
サイズの小さなＬＥＤをポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）のような柔軟性のある基板
上に配置し、ＬＥＤ間をアーチ状の金属配線で接続する構造が開示されている。本文献で
は、この構造により、ＬＥＤや金属配線にかかる応力を緩和することができ、曲げ変形に
対する耐性を向上できることが示されている。
【０００４】
　非特許文献２は柔軟性を有する薄膜Ｓｉ太陽電池に関するものであり、例えば１５μｍ
程度の厚さのＳｉマイクロセルと呼ばれる太陽電池を複数配置し、金属配線で接続する構
造が開示されている。本文献では、このマイクロセルの上下に３０μｍ程度の厚さのポリ
マーを用いて挟み込み、曲げ変形に対して圧縮歪みも引張歪みもかかりにくくなる中立面
にマイクロセルを配置することでマイクロセルにかかる応力を緩和し、曲げ変形に対する
耐性を向上できることが示されている。
【０００５】
　しかし、これらのデバイスは、曲げ変形は可能であるが、伸縮変形に対する耐性は低い
。曲げ変形では圧縮歪みも引張歪みもかからない中立面があるのに対し、伸縮変形では歪
みがゼロとなる場所がないことから、素子や配線部を中立面に配置するアプローチでは、
伸縮変形できるデバイスを実現することはできないからである。これに対して、伸縮耐性
を備える有機材料を用いることで、曲げられるだけでなく伸縮変形にも対応するデバイス
を実現しようとする研究も多く行われている（例えば、非特許文献３参照）。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】S.-I. Park et al., "Printed Assemblies of Inorganic Light-Emitti
ng Diodes for Deformable and Semitransparent Displays" Science, vol.325, pp.977-
982, 2009.
【非特許文献２】J. Yoon et al., "Ultrathin silicon solar microcells for semitran
sparent, mechanically flexible and microconcentrator module designs" Nature Mate
rials, vol.7, pp.907-915, 2008.
【非特許文献３】T. Sekitani et al., "Stretchable active-matrix organic light-emi
tting diode display using printable elastic conductors" Nature Materials, vol.8,
 pp. 494-499, 2009.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　先に述べたように、非特許文献１および２などの研究によるデバイスでは、一般的な金
属配線と半導体によるデバイスを用いつつ曲げ変形は可能とされているが、伸縮変形に対
する耐性は得られていない。非特許文献３では、伸縮性のある配線として従来に比べ非常
に高い導電率を持つとされる導電性ゲルが報告されており、29%の伸縮耐性を持ちつつ、1
.02×104S/mの導電率があると報告されている。しかし、これは、Auの導電率が4.6×107 
S/mであるのと比べると非常に低い。したがって、性能およびコストの観点からは、一般
的な金属等を用いた配線と半導体素子を用いて、伸縮による破断および伸縮の繰返しによ
る疲労破壊に対して高い耐性を有する高伸縮耐性のデバイス構造が望まれる。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、一般的な金属等を用いた配線
と半導体素子を用いることができ、従来技術に比べて曲げ変形および伸縮変形可能な電子
デバイスを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するための本発明の一つの特徴に従った曲げ変形および伸縮変形可能
な電子デバイスは平板部と、前記複数の平板部間を繋ぎ、折り曲げ可能なヒンジ部と、前
記ヒンジ部同士の交点に設けられた空隙と、曲げ変形および伸縮変形時に歪みが実質的に
ゼロである前記ヒンジ部の中立面とを備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のデバイスによれば、曲げ変形を受けない平板部と、折り曲げ可能なヒンジ部と
からなる折り畳み構造を有し、配線をヒンジ部の中立面に配置することで、曲げ変形によ
っても配線を全く劣化させることがなく、繰返し変形および大変形を実現する電子デバイ
スを提供することができる。二次元の折り畳み構造のヒンジ部同士の交点に空隙を設ける
ことで、二次元的に伸縮が可能になるほか、二次元的な曲げ変形が可能となり、球面や、
複雑な曲面を有する3Dグラフィックで扱うような自由曲面（以下、単に自由曲面という）
にもデバイスを貼り付けることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】変形の様子を示す概略図であり、図１Ａは曲げ変形の様子を示す概略図、図１Ｂ
は伸縮変形の様子を示す概略図、図１Ｃは折り畳み変形の様子を示す概略図である。
【図２】空隙を設けない場合のミウラ折り（登録商標）の展開図およびミウラ折り（登録
商標）形状の紙の試作品であり、図２Ａは展開図、図２Ｂは試作品を展開させた写真図、
図２Ｃは試作品を折り畳んだ写真図、図２Ｄは試作品を曲げた写真図である。
【図３】空隙を設けた場合のミウラ折り（登録商標）の展開図およびミウラ折り（登録商
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標）形状の紙の試作品であり、図３Ａは展開図、図３Ｂは試作品の写真図、図３Ｃは試作
品を曲げた写真図である。
【図４】本発明の実施の形態のミウラ折り（登録商標）形状の電子回路基板の説明図であ
り、図４Ａは電子回路基板の1ユニットを示す図、図４Ｂは１ユニット内の平行四辺形の
一つを示す図、図４Ｃは１ユニット内のyz平面を示す図である。
【図５】同上、電子デバイスの構造を示す側面図であり、図５Ａは電子デバイスを展開し
た状態の構造を示す図、図５Ｂは電子デバイスを折り曲げた状態の構造を示す図である。
【図６】同上、電子回路基板の製造工程を示すものであり、図６Ａはポリイミド銅基板を
示す図、図６Ｂは配線層および配線保護層のカットを示す図、図６Ｃは銅のパターニング
を示す図、図６Ｄは支持層の作製を示す図、図６Ｅは支持層のカットを示す図、図６Ｆは
支持層の転写を示す図、図６Ｇはデバイスの折り畳みを示す図である。
【図７】同上、ミウラ折り（登録商標）状の形状を形成するための型を示す写真図であり
、図７Ａは下型を示す写真図、図７Ｂは上型を示す写真図、図７Ｃは上型および下型の間
にデバイスを嵌め込んだ状態を示す写真図、図７Ｄはミウラ折り（登録商標）形状に形成
した様子を示す写真図である。
【図８】同上、ヒンジ部の中立面を説明するための図であり、図８Ａは3層構造の場合の
図、図８Ｂは2層構造の場合の図である。
【図９】同上、2層構造の場合のヒンジ部の応力分布図である。
【図１０】同上、空隙の形状の例を示す図であり、図１０Ａは１ユニット内の１つの平行
四辺形内で平行四辺形状に空隙を設けた場合の図、図１０Ｂは点aおよび点cの間を直線で
結んだ場合の図、図１０Ｃは点aおよび点cの間を外側に膨らんだ曲線で結んだ場合の図、
図１０Ｄは点aおよび点cの間を内側に膨らんだ曲線で結んだ図である。
【図１１】同上、球面追従性評価用デバイスの構造を示す側面図であり、図１１Ａはデバ
イスを展開した状態の構造を示す図、図１１Ｂはデバイスを折り曲げた状態の構造を示す
図である。
【図１２】同上、球面追従性評価用デバイスの製造工程を示すものであり、図１２Ａはポ
リエステルフィルム層のカットを示す図、図１２Ｂは支持層の作製を示す図、図１２Ｃは
支持層のカットを示す図、図１２Ｄは支持層の転写を示す図、図１２Ｅはデバイスの折り
畳みを示す図である。
【図１３】同上、球面追従性を評価するための試験装置の外観を示す写真図である。
【図１４】同上、球面追従性を評価するための試験装置の横断面図である。
【図１５】同上、空隙幅およびヒンジ幅の定義の説明図である。
【図１６】同上、標準サイズの球面追従性評価用デバイス（左）、および、1.5倍サイズ
の球面追従性評価用デバイス（右）を示す写真図である。
【図１７】同上、標準サイズおよび1.5倍サイズの球面追従性評価結果を示す図である。
【図１８】球面追従評価用デバイスを示す写真図であり、図１８Ａは、比較例としての、
空隙幅が0mmの球面追従性評価用デバイスを示す写真図、図１８Ｂは、本発明の実施の形
態の、空隙幅が1mmの球面追従性評価用デバイスを示す写真図、図１８Ｃは、本発明の実
施の形態の、空隙幅が3mmの球面追従性評価用デバイスを示す写真図、図１８Ｄは、本発
明の実施の形態の、空隙幅が5mmの球面追従性評価用デバイスを示す写真図である。
【図１９】空隙幅を変えた場合の球面追従性評価結果を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態の、8個のチップLEDを実装したミウラ折り（登録商標）形
状の電子デバイスを示す写真図であり、図２０Ａは電子デバイスの初期状態（上方から見
た投影面積100%）を示す写真図、図２０Ｂは電子デバイスの折り畳み（上方から見た投影
面積25%）を示す写真図、図２０Ｃは電子デバイスの展開（上方から見た投影面積170%）
を示す写真図、図２０Ｄは電子デバイスの曲げ（曲率半径20mm）を示す写真図、電子デバ
イスの球面貼り付け（直径200mm、荷重300N）を示す写真図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る曲げ変形および伸縮変形可能なデバイスの実施の形態について、図
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面に基づいて説明する。
【００１３】
　最初に、本発明の基本的な概念について説明する。本発明は、折り畳みを利用すること
で、シート状の電子デバイス１の曲面への貼り付けおよび伸縮変形を実現するものである
。
【００１４】
　図１Ａは、曲げ変形の様子を示す概略図であり、対象物100の断面中央近傍に、圧縮歪
みも引張歪みもかからない中立面101が存在する。一方、図１Ｂは、伸縮変形の様子を示
す概略図であり、対象物102の全ての領域で引張または圧縮歪みとなるので、中立面が存
在しない。したがって、発光部や配線部を薄く作り、基板101の中立面にそれらを配置す
れば、曲げ変形可能なフレキシブルデバイスは実現が容易であるのに対し、同じアプロー
チでは、伸縮変形可能なフレキシブルデバイスを実現することができない。発明者らは、
曲げ変形可能な電子デバイスは実現が容易であることを逆手に取り、局所的に曲げ変形を
させることにより、中立面を残しながら、デバイス全体としては伸縮変形させることがで
きることに想到した。
【００１５】
　局所的に曲げ変形させ、伸縮変形を可能とする手段として、折り畳み構造が挙げられる
。例えば、一次元的な折り畳み構造として図１Ｃに示すような蛇腹折りを用いることで、
全体として伸縮変形が実現できる。図中、上の図が縮んだ状態、下の図が伸ばした状態で
ある。この場合、中立面104を残しながら、デバイス103全体としては伸縮変形させること
ができる。また、二次元的なシート状のものを折り畳む方法として、蛇腹折りやミウラ折
り（登録商標）、吉村パターン、なまこ折りなどの方法が知られている。
【００１６】
　例えば、宇宙での太陽電池パネルの展開構造などにも用いられているミウラ折り（登録
商標）の展開図は図２Ａのようになっており、図中、山折り、谷折りとして示した折り目
105でそれぞれの方向に折れ曲がることにより、折り畳むことが可能となる。しかしなが
ら、変形の自由度を考えた場合、ミウラ折り（登録商標）は１自由度であることが知られ
ており、ある一定の伸縮変形しかすることができない。例えば、図２Ｂに示すミウラ折り
（登録商標）の構造を曲げようとした場合、ある方向に対しては、図２Ｃのように円筒形
に二次元的に伸縮変形可能であるが、他の方向に対しては、図２Ｄのように鞍型に反って
しまう。このため、球面を覆うような形状とすることができない。
【００１７】
　発明者らは、検討の結果、図３Ａの展開図で示すように、折り目105の交点に紙を貫通
する空隙（穴）106を開けることで、自由曲面に貼り付け可能な自由度を得られることを
初めて見出した。すなわち、図３Ｂに示すように空隙106を有するミウラ折り（登録商標
）の構造を用いることで、鞍型に反ることなく、図３Ｃに示すように曲げることができる
ことを見出した。このような構造とすることで、中立面を残しながらデバイス全体として
は二次元的な伸縮変形や自由曲面への貼り付けが可能な伸縮デバイスを実現することがで
きる。
【００１８】
　なお、ミウラ折り（登録商標）を使用した応用例として、太陽電池が配列されたシート
において、太陽電池モジュールが配置される領域を区割りする区割り線の交点に貫通孔を
設けた先行技術がある（特開２０１５－８８５６１号公報）。しかし、この先行技術は、
ミウラ折り（登録商標）による折り畳み時に、折り曲げによる歪みの影響を抑え、よりコ
ンパクトに折り畳めるよう構成するものにすぎない。局所的に曲げ変形をする折り畳みを
利用することで、歪のない中立面がありながら全体としては伸縮変形可能となり、曲面へ
の貼り付けが可能とすることについては何ら記載がない。
【００１９】
　次に、本発明に係る電子デバイスの一実施形態として、ミウラ折り（登録商標）を使用
した電子デバイス１の構成について説明する。
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【００２０】
　ミウラ折り（登録商標）形状の基板の寸法設計を行うにあたり、ミウラ折り（登録商標
）の形状と変数の関係を図４Ａ～図４Ｃを基に説明する。図４Ａは、平行四辺形の面を4
面を繰り返し単位として有する、ミウラ折り（登録商標）の１ユニットを示している。図
４Ａのユニット内の平行四辺形ABCDは、図４Ｂに示すように面の高さLa[mm]および面の長
さLb[mm]、平行四辺形ABCDの鋭角γ[deg]で表され、これらの３つの変数と、図４Ｃに示
すxy平面とミウラ折り（登録商標）の面との角度ψ[deg]の４つの変数により、１ユニッ
トの形状が定まる。Y軸と辺ABの角度をζ[deg]とすると、平行四辺形ABCDの鋭角γと角度
ψは式（１）の関係がある。
【００２１】
【数１】

【００２２】
　式（１）より、角度ζは式（２）と表せる。
【００２３】
【数２】

【００２４】
　また、図４Ａ中の2a、図４Ｃ中の2bおよびhは、それぞれ式（３）～（５）で表せる。
なお、基板の厚さは無視することとする。
【００２５】
【数３】

【００２６】
【数４】

【００２７】

【数５】

【００２８】
　これらを基にミウラ折り（登録商標）形状の基板の寸法設計を行うことができる。
【００２９】
　一例として、基板を平面から三次元に手で折り畳むことができる程度の大きさとするた
めに、La、Lb、γ、ψを以下のようにする。
【００３０】

【数６】
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【００３１】
　式（２）～（５）により、ζ、2a、2b、hを算出すると以下のようになる。
【００３２】
【数７】

【００３３】
　本実施の形態で作製した電子回路基板、球面追従性評価用デバイスおよび電子デバイス
では、これらの寸法を採用した。さらに、図４Ａに示すように平行四辺形の面を4面で1ユ
ニットとし、縦に5ユニット、横に5ユニットの合計25ユニット（縦に10面、横に10面の合
計100面）のデバイスとした。
【００３４】
　図５Ａは本実施の形態の被搭載物２を搭載した電子回路基板10の基本構造を示すもので
ある。図５Ｂは、図５Ａの電子回路基板10を折り曲げたものであり、折り曲げられない平
面部分を平板部３、複数の平板部３の間を繋ぎ、折り曲げ可能な部分をヒンジ部４とする
。当該電子回路基板10の平板部３は、例えば銅からなる配線層11と、例えばポリイミドか
らなる配線保護層12と、例えばケント紙13および両面テープ14からなる支持層15の3層構
造としている。ヒンジ部４には支持層15は形成されない。平板部３の支持層15の構成材料
には、加工のしやすさおよび堅さの観点からケント紙13を使用した。支持層15は、被搭載
物２を配置するための平面16を作る役割と、平面16から折り畳む際にケント紙13に形成し
た溝17に沿って折り畳み易くする役割とを有する。平板部３に搭載される被搭載物２は、
例えば電子素子、光学素子、発光素子、センサ素子、半導体素子、発電素子、圧電素子、
電池素子およびアクチュエータ素子などを少なくとも１つ含み得るものであるが、これら
に限られるものではない。被搭載物２には曲げ変形および伸縮変形時にも応力がかからな
いので、被搭載物２の材料は、無機材料、金属材料、半導体材料および有機材料などを少
なくとも１つ含むことができる。すなわち、平板部３には、伸縮耐性を持たない光学素子
やセンサ等のデバイスを配置することができ、無機材料、金属材料、半導体材料および有
機材料を用いることで、電子デバイス１の高性能化および／または低コスト化および／ま
たは高伸縮耐性化が可能である。ここで、有機材料は、上述のようにある程度の伸縮性を
有するものの、電子デバイス１により更なる伸縮耐性を得ることができる。有機材料とし
ては、例えばゴム材料やゲル材料等を使用することができる。例えば、有機材料でもカー
ボンナノチューブ（CNT）やグラフェン等の有機材料はほとんど伸縮耐性を有しないが、
これらに対して電子デバイス１により伸縮耐性を付与することができる。
【００３５】
　該構造の電子回路基板10の製造方法の一例について、図６Ａ～図６Ｇを元に説明する。
まず、予め厚さ50μmのポリイミド19の両面に厚さ18μmの銅の層20，21を有するポリイミ
ド銅基板18（Panasonic製、R-F775）を準備する（図６Ａ）。この基板18を、カッティン
グプロッタ装置（GRAPHTEC製、CE6000-40）（図示せず）で、デバイスを展開した平面形
状に切り取る（図６Ｂ）。例えばミウラ折り（登録商標）にする場合には、図３Ａに示す
ような形状に切り取る。ヒンジ部４同士の交点に設ける空隙の形状および大きさについて
は後述する。カッティングプロッタ装置を使用すれば、カットしたい形状のデータを用意
し、カット条件として圧力およびスピードなどを設定することで、自動で対象物を所望の
形状にカットすることができる。カットの際は、粘着性のあるカッティングプロッタの専
用台紙22に試料を貼り付ける。次に、基板18の片面の銅の層20を所望の配線形状に加工し
、もう一方の他面の銅21を取り除く（図６Ｃ）。一方で、厚さ220μmのケント紙13（栄紙
業製、シルバーヒルケント紙S115）の片面に、厚さが0.092mmであり、4.3N/cmの粘着力を
持つ両面テープ14（3M製、4591HH）を貼り付ける（図６Ｄ）。この両面テープ14を貼り付
けたケント紙13を、カッティングプロッタの専用台紙23に貼り付けて、カッティングプロ
ッタ装置で切り取る（図６Ｅ）。続いて、両面テープ14の粘着面とポリイミド19とを貼り
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合せた後、専用台紙23から外し（図６Ｆ）基板を作製する。この際、カッティングプロッ
タの専用台紙23の粘着力よりも両面テープ14の粘着力の方が強いため、転写することが可
能である。なお、本実施の形態では、前述したように加工のしやすさ等の観点から支持層
15としてケント紙13と両面テープ14を用いている。しかし、支持層15の材料はこれらに限
られず、基板材料の例として後述するさまざまな材料を、例えば積層してパターニングす
る等の処理を行うことにより用いることができる。
【００３６】
　図６Ｇは、平面形状の基板を折り曲げる様子を示しており、図７Ａおよび図７Ｂはその
際に使用する上型24および下型25の全体を示す写真図である。上型24および下型25は例え
ば3Dプリンター（Stratasys製、ObjectEden260v）で作製することができる。図６Ｆの電
子回路基板10たるシートに対し、折り目に癖がつく程度まで手で折り畳み、これを図７Ｃ
に示すように上型24および下型25に嵌め込んで、片面または両面からプレスすることによ
り、折り曲げられた電子回路基板10を製造することができる。なお、図７Ｄは、見やすく
するため便宜的に紙とポリエステルフィルムとを使用して折り畳み成形した成形品を示す
。本実施の形態では、電子回路基板10はミウラ折り（登録商標）状の形状を有するが、上
述の製造方法は他の折り方のデバイスの製造にも適用可能である。また、より小さな縮尺
のマイクロスケールの場合には、自動で折り畳むself-foldingという機構を組み込むこと
で、折り畳むことができる。
【００３７】
　本実施の形態の配線７（図５Ａの配線層11）は、折り曲げられない平板部３と、曲げ変
形および伸縮変形時に歪みが実質的にできる限りゼロであるヒンジ部４の中立面６の近傍
とに配設される。中立面６は、曲げ変形を加えたときに曲げ応力が0N/m2となり、伸縮変
形が起きない面のことである。基板を繰り返し折り畳むことにより、ヒンジ部４では断線
が懸念されるので、中立面近傍に配線７を施すことで、配線７への歪みの影響を少なくし
、繰り返し折り畳み変形させた場合でも、断線しにくくすることができる。中立面近傍と
は、上述の中立面６を必ずしも含まなくてもよいが、該中立面６を含むことが好ましく、
さらに配線７への歪みによる劣化の影響がほとんどないといえる領域までを含むものであ
ることがより好ましい。歪みによる劣化の影響がほとんどないとは、デバイスが変形して
も、その変形により、配線７が機械的および電気的に劣化することがほとんどないことを
いう。例えば、配線７が弾性領域のみで変形し、塑性変形しない領域で用いられることな
どが挙げられる。具体的には、配線７の材料にもよるが、中立面近傍とは曲げ変形をさせ
たときに配線７にかかる応力が配線７の材料の降伏応力もしくは耐力、疲れ限度以下とな
る領域までを含むものであることが好ましい。また、配線７に歪みの影響及ばないことで
、配線７の材料は、無機材料、金属材料、半導体材料および有機材料のうちの少なくとも
１つを含むことができる。有機材料としては、被搭載物２と同様に、ゴム材料やゲル材料
、CNT、グラフェン等を使用することができる。平板部３はそのままにしてヒンジ部４を
折り曲げ可能とした局所的な曲げ変形により伸縮変形を実現しているのに対し、配線７を
ヒンジ部４の中立面６に配置することで、曲げ変形によっても配線７を全く劣化させるこ
とがない。すなわち、配線７の弾性領域など劣化しない領域のみを用いるため、塑性変形
による疲労破壊が起こることなく、電子デバイス１の繰返し変形および大変形を実現可能
である。
【００３８】
　なお、配線７は、ヒンジ部４の少なくとも一部において、中立面６の近傍に設けられる
。また、被搭載物２を搭載せず、配線７をヒンジ部４の少なくとも一部に設けた場合、曲
げ変形および伸縮変形可能な電気配線として利用することができる。さらに、被搭載物２
を搭載せず、配線７も設けない場合は、曲げ変形および伸縮変形可能な電子回路基板とし
て利用することができる。また、被搭載物２を搭載し、配線を設けないようにすることも
できる。
【００３９】
　従来の伸縮電子デバイスは、有機材料を使用することのみにより伸縮耐性を持たせよう
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とするものがほとんどであった。しかしながら、これらに対して、有機材料に加えて無機
材料、金属材料および半導体材料等のセンサや配線を使用できると、性能が圧倒的に高く
、かつ低コストの電子デバイスを実現できる。本発明は、折り紙構造や折り畳みといった
構造に着目し、高機能かつ高性能で高感度な上記材料を用いたまま、デバイス全体として
高伸縮性を具備させるものである。本発明により、高性能かつ低コストの大変形伸縮電子
デバイスが実現可能となる。
【００４０】
　ここで、本発明において重要な意味を持つ、ヒンジ部４の中立面６の位置について説明
する。図８Ａに示すように、ヒンジ部４がポリイミド／銅／ポリイミドの3層構造である
場合、外層のポリイミド30の厚さと内層のポリイミド31の厚さが同じで一定であるとする
と、中立面６は銅配線32の断面中央近傍に存在する。これに対し、外層のポリイミド30を
省き、銅／ポリイミドの2層構造とすると、デバイスの構造を簡略化できるので、2層構造
の場合の中立面６について説明する。図８Ｂにおいて、銅34の表面から中立面６までの距
離をYneut[m]、ヒンジ部４の曲率半径をρ[m]とし、銅34の厚さをtcu[m]、ポリイミド33
の厚さをtPI[m]、銅のヤング率をECu[GPa]、ポリイミドのヤング率をEPI[GPa]とすると、
ヒンジ部４の断面の曲げ応力の和はゼロであるから、式（６）に示す関係が成立する。
【００４１】
【数８】

【００４２】
　式（６）をYneutについて解くことで、中立面６の位置を算出できる。本実施の形態で
は、銅およびポリイミドの試験片を用いて引張試験を行い、それぞれのヤング率ECu、EPI
を算出したところ、ECu=13.1GPa、EPI=1.63GPaであった。これらのヤング率と、上述の銅
34の厚さtCu=18μm、ポリイミド33の厚さtPI=50μmとを式（６）に代入して、銅34の表面
から中立面６までの距離Yneutについて解くと、Yneut=17.7μmとなる。このときのヒンジ
部４の断面の応力分布図を図９に示す。応力分布図より、中立面６が銅配線34内に存在す
ることが分かる。すなわち、中立面６をヒンジ部４の表面に存在させることができ、この
場合、配線７をヒンジ部４の表面に配設し、曲げ変形を受けない平板部３に被搭載物２お
よび配線７を配置すれば、配線７や被搭載物２に曲げ耐性および伸縮耐性がなかったとし
ても、デバイス全体としては伸縮耐性を有することができる。これにより、無機材料や金
属材料、半導体材料など、曲げ耐性および伸縮耐性を有しないが高性能かつ高機能な材料
を用いて、伸縮変形可能な電子デバイス１を実現することが可能になる。
【００４３】
　本実施の形態では、基板材料として配線保護層12にポリイミドを使用しているが、ポリ
イミドの他、ポリエチレンテレフタレート（PET）やポリエチレン（PE）、ポリエチレン
ナフタレート（PEN）、アクリル樹脂（PMMA）、ABS樹脂、テフロン（登録商標）等を使用
することができる。また、ヒンジ部４は、上記基板材料と同じ材料を用いて平板部３と一
体に形成してもよいが、ヒンジ部４の材料は弾性を有していてもよく、あるいは弾性を有
している方が好ましい場合もあり、その場合には、シリコーンゴムおよびアクリルゴム等
のゴム材料や、ハイドロゲル等のゲル材料を使用することができる。
【００４４】
　図１０Ａ～図１０Ｄは、空隙５の形状の例を示すものである。ヒンジ部４同士の交点o
に設ける空隙５は、種々の形状および大きさを有することができるが、所定の条件を満た
す必要がある。空隙５を設けた場合でも、空隙５が小さすぎると、空隙５が無い場合と同
様に、曲げ変形させた際に図３Ｃのように反り返ってしまう。空隙５が十分な大きさを有
する場合には、図３Ｅに示すように自由曲面に貼り付け可能な自由度を得られる。一方、
被搭載物２を搭載する面40の表面積は、空隙５が小さい程、大きくすることができる。し
たがって、球面やより複雑な自由曲面に貼り付け可能な空隙５の大きさを満足しつつ、被
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搭載物２を搭載する面40の表面積をできるだけ大きくすることが好ましい。
【００４５】
　図１０Ａ～図１０Ｅでは、ヒンジ部４上の点aおよび点bの間の距離と、点cおよび点dの
間の距離とが同じなるように点a～点dを取っており、これらの距離を空隙幅Whoとしてい
る。ただし、これらの距離は同じである必要はなく、さらに、例えば点aおよび点oの間の
距離と、点cおよび点oの距離も同じである必要はなく、点a～点dの位置はそれぞれのヒン
ジ部４上で任意に設定可能である。図１０Ａでは、空隙５の辺aeおよび辺ceがそれぞれヒ
ンジ部４の辺ocおよび辺oaと平行に形成される。同様にして、空隙５の辺bfおよび辺cfが
それぞれヒンジ部４の辺ocおよび辺obと平行であり、空隙５の辺bhおよび辺dhがそれぞれ
ヒンジ部４の辺odおよび辺obと平行であり、空隙５の辺agおよび辺dgがそれぞれヒンジ部
４の辺odおよび辺oaと平行である。この場合、被搭載物２を搭載する面40の表面積が若干
小さくなるが、鞍型の反り返りを防ぐ効果が大きくなる。
【００４６】
　図１０Ｂでは、点aおよび点bを直線で結んだ辺ac、点cおよび点bを直線で結んだ辺cb、
点bおよび点dを直線で結んだ辺bd、および、点dおよび点aを直線で結んだ辺daにより囲ま
れた部分に空隙５が形成される。これに対し、図１０Ｃでは、点aおよび点bの間を外側に
膨らんだ曲線で結び、点cおよび点bの間、点bおよび点dの間、並びに、点dおよび点aの間
もそれぞれ外側に膨らんだ曲線で結んでいる。この場合、空隙は円形またはそれに近い形
状に形成される。このようにすると、図１０Ｂの場合に比べ、空隙幅Whoを同じ大きさと
した場合に空隙５の面積を大きくすることができる。一方、図１０Ｄに示すように、点a
および点bの間、点cおよび点bの間、点bおよび点dの間、並びに、点dおよび点aの間をそ
れぞれ内側に膨らんだ曲線で結ぶと、図１０Ａ～図１０Ｃに比べ、空隙幅Whoを同じ大き
さとした場合に、空隙５の面積を小さくし、被搭載物２を搭載する面40の表面積を大きく
することができる。これらの空隙５の形状は、図１０Ａ～図１０Ｄに示す形状に限られる
ことなく、電子デバイス１を貼り付ける自由曲面の曲率や、搭載する被搭載物２の大きさ
等に合わせて適宜設計することができる。
【００４７】
　本発明に係る電子デバイス１を作製するにあたり、球面への追従性が大きな課題である
。そこで、製造工程が単純なケント紙とポリエステルフィルムを用いた評価用デバイスを
作製し、球面への追従性の評価を行った。
【００４８】
　図１１Ａは、本実施の形態の電子デバイス１に対応する構成を有し、球面追従性の評価
に使用した被験デバイスである球面追従性評価用デバイス41の基本構造を示すものであり
、図１１Ｂは図１１Ａの基板を折り曲げたものである。図５Ａの電子回路基板10の配線層
11および配線保護層12の代わりとしてポリエステルフィルム層42を形成し、支持層15（ケ
ント紙13、両面テープ14）との2層構造とした。球面への追従性はヒンジ部４の曲げ剛性
により変化すると考えられるので、曲げ剛性を決定するパラメータの一つである基板材料
のヤング率に着目し、ポリイミド19に配線となる銅20を施したものと、その代わりとして
用いるポリエステルフィルム42のヒンジ部４の曲げ剛性が同程度となるように設計した。
ポリイミド19に配線となる銅20を施したもの（ポリイミド厚さtPI=50μm、銅厚さtCu=18
μm）の試験片を用いて引張試験を行い、算出したポリイミド19に配線となる銅20を施し
たもののヤング率はEPICu=4.92MPaであり、図５Ａの電子回路基板10のヒンジ部４の曲げ
剛性は1.13×10-6N/m2である。これに対し、厚さｔPE=125μmのポリエステルフィルム42
の試験片を用いて引張試験を行い、算出したポリエステルフィルム42のヤング率はEPE=1.
95MPaであり、厚さが100μmの場合のポリエステルフィルム42のヒンジ部４の曲げ剛性は3
.17×10-6N/m2となり、ポリイミド銅基板10の曲げ剛性の値と同程度の値となる。
【００４９】
　球面追従性評価用デバイス41を作製するにあたり、まず、カッティングプロッタ装置（
GRAPHTEC製、CE6000-40）で、カッティングプロッタの専用台紙43を貼り付けたポリエス
テルフィルム42（TORAY製、ルミラーT60）を、デバイスを展開した平面形状に切り取る（
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図１２Ａ）。次に、厚さ220μmのケント紙13（栄紙業製、シルバーヒルケント紙S115）の
片面に両面テープ14（3M製、4591HH）を貼り付け（図１２Ｂ）、この両面テープ14を貼り
付けたケント紙13を、カッティングプロッタの専用台紙44に貼り付けて、カッティングプ
ロッタ装置で切り取る（図１２Ｃ）。最後に両面テープ14の粘着面とポリエステルフィル
ム42とを貼り合せて、専用台紙44から外す（図１２Ｄ）。この際、カッティングプロッタ
の専用台紙44の粘着力よりも両面テープ14の粘着力の方が強いため、転写することが可能
である。図１２Ｅは、平面形状の基板から折り曲げられた形状の基板にする様子を示して
おり、図６Ｇの電子回路基板の場合と同様に、折り目に癖がつく程度まで手で折り畳み、
これを上型24および下型25に嵌め込んで、片面または両面からプレスすることにより、折
り曲げられた球面追従性評価用デバイス41を作製することができる。球面追従性評価用デ
バイス41はミウラ折り（登録商標）状の形状を有するが、上述の製造方法は他の折り方の
デバイスの製造にも適用可能である。
【００５０】
　球面追従性評価方法および評価結果について説明する。球面追従性の評価を行うための
試験装置50の外観を図１３に示す。該試験装置50では、2個の半球のドーム51，52が球面
を上向きにして同じ向きに重ね合わされ、この2個のドームの間に球面追従性評価用デバ
イス41を設置し、上側ドーム51の上に重り53を配置して、上から荷重F[N]を加える構成と
している。
【００５１】
　図１４に示すように、試験装置50の下面54から上側ドーム51までの距離H’[mm]を測定
し、上側ドーム51と下側ドーム52との間の距離であるドーム間距離H[mm]を算出する。こ
こで、ドーム51，52の厚さをHt[mm]とし、ドームの大きさの個体差を補正する値である補
正値Hg[mm]を実測により求め、式（７）により、ドーム間距離H[mm]を算出する。補正値H

gは、上下に重ねた2つのドーム間に縦10mm、横10mm、厚さ5mmの試験片を挟み、下側ドー
ムの下面から上側ドームまでの距離Hg’を測定して、Hg’からドームの厚さHtと、試験片
の厚さ5mmとを減算したものとする。
【００５２】
【数９】

【００５３】
　なお、距離H’の測定に際し、上側ドーム51が試験装置50の下面54と並行に重ねられな
い場合を考慮し、ドーム51，52の対角線上の2点を測定して、その平均値をとった。
【００５４】
　評価用デバイスの寸法（La、Lb、γ、Ψ、ζ、2a、2b）は前述した通りであり、空隙幅
Whoおよびヒンジ幅Whiを図１５のように定義するとき、Who=3mm、Whi=1mmとした。ポリエ
ステルフィルムの厚さは125μmとしている。実際に制作した評価用デバイス41は図１６の
左側に示すデバイスである。この評価用デバイス41をφ200のドームに追従させ、重り53
の重量を50g、75g、100g、100g以降は500gまで50gおきに変化させて測定を行った。図１
７は測定結果であり、縦軸はドーム間距離と代表寸法との比H/La[-]、横軸は与えた荷重F
[N]である。荷重が大きくなるにつれて評価用デバイス41が球面に追従していることが分
かる。
【００５５】
　本発明に係る電子デバイス１は、いかなる縮尺のものにも対応することができる。本実
施の形態では、手で折り畳める程度の大きさの縮尺の標準スケールの電子デバイス１を作
製したが、球面追従性評価には相似則が成り立ち、より大きな縮尺のラージスケール、お
よび、より小さな縮尺のマイクロスケール縮尺にも利用可能であることを確認済みである
。
【００５６】
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　実際の測定により、相似則が成り立つことを説明する。上記の評価用デバイス41に対し
、代表寸法である平行四辺形の面の高さLaおよび面の長さLbと、空隙幅Whoとをそれぞれ1
.5倍した評価用デバイス41’を作製した。図１６の右側に示すデバイスが1.5倍デバイス4
1’である。この評価用デバイス41’をφ300のドームに追従させ、前述と同様の測定を行
った結果を、前述の評価用デバイス41の測定結果と比較して図１７に示す。図１７より、
各荷重においてプロットの傾向が等しいことから、ドーム間距離Hと代表寸法Laとの間に
は相似則が成り立つといえる。したがって、標準スケールで球面追従性の評価を行った場
合でも、ラージスケールやマイクロスケールの電子デバイスに対してその評価結果を適用
可能である。
【００５７】
　空隙５の大きさの球面追従性への影響を評価するため、空隙幅Whoを0mm、1mm、3mm、5m
mとした球面追従性評価用デバイスを作製した。その他の代表寸法は上述の評価用デバイ
ス41と同じである。実際に作成した空隙幅Whoを0mm、1mm、3mm、5mmとした評価用デバイ
ス60，61，62，63を、それぞれ図１８Ａ～図１８Ｄに示す。
【００５８】
　それぞれの評価用デバイス60，61，62，63をφ200のドームに追従させ、重り53の重量
を50g、75g、100g、100g以降は500gまで50gおきに変化させて測定を行った。図１９は測
定結果であり、縦軸はドーム間距離と代表寸法との比H/La[-]、横軸は与えた荷重F[N]で
ある。図中、点線は評価用デバイスが追従する境界であり、評価用デバイスの厚さを表す
ものである。Whoを3mm、5mmとした場合は、低荷重で球面に追従している。一方、空隙５
を開けていないWhoが0mmの場合は、荷重Fを5N加えても、評価用デバイス60の厚さには程
遠い結果となった。これらの評価用デバイス60，61，62，63のヒンジ幅Whiは1mmであるか
ら、本実施の形態の縮尺の電子デバイス１では、空隙幅Whoをヒンジ幅Whiよりも大きくす
ると球面追従性が高くなるともいえる。
【００５９】
　球面追従性評価より、Whoを3mm、5mmとした場合に球面追従性が向上した。そこで、被
搭載物２を搭載する面40の表面積を考慮し、空隙幅Whoを3mmとして、ミウラ折り（登録商
標）形状の電子回路基板10に電子素子を実装した本実施の形態に係る電子デバイス１を作
製した。
【００６０】
　該電子デバイス１は、配線７の上に特殊クリームはんだ（Sunhayato、SMX-H05）を用い
て順電圧2.9VのチップLED70を直列に4個、並列に2個の合計8個実装し（SMLE12BC7TT86、R
ohm）、電源装置（TEXIO、PA18-3B）（図示せず）を用いて10.50V、0.01Aを与える。この
電子デバイス１に電圧を印加した状態で、伸縮変形および曲げ変形を加えた。図２０Ａは
初期状態であり、図２０Ｂは上方から見た投影面積の面積比率で25%に収縮させた状態（
折り畳み）、図２０Ｃは同面積比率で170%に伸展させた状態（展開）、図２０Ｄは半径20
mmの円筒形状とした状態（曲げ）、図２０Ｅはφ200mmの球面形状のドーム71に貼り付け
た状態（荷重300N）を示す写真図である。いずれの状態でもチップLED70は点灯し続けた
。さらに、この電子デバイス１に対し、100回程度の折り畳み、展開、曲げ、球面追従を
繰り返したが、チップLED70の光が消えたり暗くなったりすることはなく、断線は確認さ
れなかった。
【００６１】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は種々の変形実施をすることが
できる。例えば、折り畳み可能な基板を作製する手段として、トレーシングペーパー上に
、インクジェット式プリンターを用いて金属ナノ粒子配線を印刷する方法をとることがで
きる。また、手を使わずに基板を自動的に折る方法として、トレーシングペーパー上にイ
ンクジェット式プリンターを用いて溶液を印刷し、溶液が乾燥するときに紙が曲がる現象
を利用する方法がある。これらの方法を用いれば、印刷のみで平面から立体的な構造に折
り上げられた電子デバイスを実現できる。
【００６２】
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　また、実際のデバイスに適用する場合には、上記電子回路基板10を伸縮性のある材料（
例えばポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ））で覆った構成とし、対象物に貼り付けるよ
うにしてもよい。
【００６３】
　以上のように、本発明は、「折り紙型デバイス」という汎用性の高い新たなアプローチ
により、高機能かつ高性能であって、従来技術に比べて曲げ変形および伸縮変形可能な電
子デバイスを実現するものであり、伸縮デバイスの新たな領域を拓くものである。折り紙
のような折り畳み構造、すなわち平板部３とヒンジ部４からなる平面構造において、局所
的な曲げ変形を設ける構造により、デバイス全体としての伸縮変形を実現した。二次元の
折り畳み構造のヒンジ部４の交点に空隙５を設けることで、二次元的に伸縮が可能になる
ほか、球面やより複雑な自由曲面にも電子デバイス１を貼り付けることが可能となる。ま
た、本発明は、平板部３とヒンジ部４とからなる折り畳み構造により伸縮可能な電子デバ
イス１を実現し、ヒンジ部４にも応力のかからない中立面６を形成しているから、伸縮デ
バイスであるにも関わらず、ヒンジ部４の曲げ変形の中立面６の近傍に金属等の配線７を
配置することで、配線７が塑性変形することなく、繰返し変形や大変形においても疲労破
壊することがない。したがって、硬いが高性能かつ低コストの無機材料、金属材料、半導
体素子材料および有機材料等を利用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明に係る電子デバイス１は、人の身体やロボット、自動車や飛行機などの車体など
、曲面で形成される表面に貼り付ける用途が考えられる。ロボットの肘などの可動部で使
用する場合や、人に貼り付けて体温や健康情報を取得するセンサシートを実現する場合に
は、使用している最中に伸縮が必要な用途である。本発明は、使用中に伸縮が必要な用途
だけではなく、貼り付けに伸縮が必要な用途も考えられる。例えば、円柱に貼り付けて使
用するのであれば平面シート状のデバイスを曲げるだけで全体を覆うことができる。しか
しながら、球面に貼り付けて使用する場合には、平面シート状のデバイスを伸縮させない
と全体を覆うことができない。これらの用途は、ウェアラブルデバイスやフレキシブルデ
バイス分野で市場が大きくなっている領域である。現在、腕時計型の健康情報モニタリン
グデバイスやスマートウォッチ（登録商標）が市販されているが、本発明によれば、ウェ
アラブルの伸縮ディスプレイが実現可能である。
【００６５】
　タイヤに埋め込んで使用する、タイヤ圧やスリップの検出センサも大きな市場が見込ま
れる。タイヤ圧の計測に関しては、世界各国で法整備が進められているところである。タ
イヤと地面との間の滑り（スリップ）の検出は、自動車の安全性の向上に大きく寄与する
ものである。
【００６６】
　別な応用例として、スポーツウェアに埋め込むセンサへの応用も考えられる。例えば、
競泳用水着の開発において、水着にセンサを埋め込み、水と水着の流体抵抗の計測を行い
たいというニーズに対し、本発明によれば、現行の高感度のセンサを用いることができ、
さらに伸縮可能であるので、実現性が高いものといえる。
【００６７】
　以上のように、本発明に係る電子デバイス１は、近年、急速に拡大しているスマートウ
ォッチ（登録商標）などのウェアラブルデバイスの市場の発展に大きく寄与し、さらに、
タイヤや水着などへの埋込センサなど、新規市場を開拓する可能性も有している。
【００６８】
　本発明のアイディアは独創的であるが、単に独創的であるだけでなく、従来実現されて
いた曲げ変形可能なデバイスの知見を直接的に利用できることから、幅広い応用分野で実
現される可能性が高い。本発明の折り畳みを利用した曲げ変形および伸縮変形可能な電子
デバイス１によれば、高性能化が見込める無機材料や金属材料等を用いたり、高感度のセ
ンサを用いることができるので、性能や感度、コストの面において、有機材料のみを用い
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た従来の伸縮デバイスを圧倒的に凌駕することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１　電子デバイス
　２　被搭載物
　３　平板部
　４　ヒンジ部
　５　空隙
　６　中立面
　７　配線
　11　配線層
　12　配線保護層
　15　支持層
　Who　空隙幅
　Whi　ヒンジ幅

【図１】 【図２】
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